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【 代 表 課 】 

経済政策課  ０４８－８２９－１３６３（直通電話番号） 

（各事業のお問い合わせ先がご不明の場合には、上記代表課にてご確認ください。） 
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附
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附
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1 （歳入）公営競技事業収入 C 1 5

・本市は浦和競馬場を管理する埼玉県浦和競馬組合の構
成団体となっており、地方公営競馬を実施しています。
また、本市を含めた県内16市で組織される埼玉県都市競艇
組合により、モーターボート事業を共同で行っています。
・公営競技の収益金は上下水道や交通網の整備、病院の
建設などに、広く役立てられています。

　

埼玉県都市競艇組合からは、現在のところ、毎年度収益配
分金が交付され、また、浦和競馬では、累積赤字の解消に
より、近い将来に収益配分金が復活する見込みです。公営
競技の開催目的に照らすと、経済局で所管するよりも財政
局で所管した方が望ましいと考えます。

1 経済政策課 ク-1

2 (歳入)　行政財産使用料 12 1 1
北浦和インフォメーションセンター敷地内に設置されている、
自動販売機及び電柱に対して、さいたま市行政財産の使用
料に関する条例等に基づき、使用料を徴収するものです。

　
市の財産に対する使用料徴収であるため、全庁的な方向性
の中で検討されるべきものと考えます。

1 労働政策課 カ-3

3 （歳入）産業振興会館使用料 1,488 1 1 1 産業振興会館の利用者より、使用料を徴収する。 　

受益者負担の観点を重視し、使用料の改定にて歳入を確保
することは可能であるが、本館の設置目的である市内産業
の振興の観点からは利用者に使いやすい価格の設定が必
要であり、現在の利用料は適正であると考える。

1 商工振興課 オ-3

4
（歳入）産業振興会館行政財
産使用料

52 1 1

本館における行政財産目的外使用を許可した「自動販売
機」「電柱・電線」に対する使用料を徴収する。
なお、平成20年度において使用を許可した「PHS無線基地
局」の使用料1,400円については設置者の資金繰りの悪化
により収入未済となっており、督促等にて対応しているところ
である。

　 収入未済について今後とも収納努力に努めたい。 1 商工振興課 カ-3

5
（歳入）産業文化センター行政
財産使用料

4,003 1 1
産業文化センター入居団体等に対し、行政財産の目的外使
用料を徴収する。

　行政財産については、さいたま市行政財産の使用料に関
する条例第4条第1号の規定に基づき行政財産使用料の減
免を行っているが、今後、減免率について検討する必要が
ある。

1 商工振興課 オ-3

6 （歳入）計量器検査手数料 700 1 1

計量法に基づき行われる特定計量器の検査手数料を徴収
する。
手数料は検査対象物の性能・能力により異なるが、主なも
のでは「電気式はかり（100㎏以下）：1,500円」「指示はかり
（100㎏以下）：600円」となっている。

　
受益者負担の観点、及び関東指定都市、埼玉県並びに県
内関係市との比較の観点からも現手数料が妥当であると考
える。

1 商工振興課 オ-4

7 (歳入）証明手数料 150 1 1 1 1
　農用地証明、農用地区域外証明、適合証明の交付申請に
基づき証明を行う。条例に基づく手数料 200円で、発行見込
み件数で算出している。

　条例の「各種証明手数料」に基づく手数料は、関東地方指
定都市の手数料水準と比較すると、千葉市を除き安くなって
いるが、当課の証明のみでないことから、市として検討する
必要がある。

0.1 1
農業環境整
備課

ク-1

8
（歳入）農業者トレーニングセ
ンター使用料

589 1 1 1
農業後継者の育成や農業技術等の研修を図るための研修
施設の貸出しと併設施設の母樹・ミスト温室の貸出し使用料
です。

　
開設以来、料金の改定は実施していないが、類似施設の状
況や関連施設等と比較検討し、見直しを図る。

1
農業者ト
レーニング
センター

オ-3

9 （歳入）行政財産使用料 17 1 1
施設内に設置された電柱等についての行政財産の使用料
としての収入です。

　
市の財産に対する使用料徴収であるため、全庁的な方向性
の中で検討されるべきものであると考えます。

1
農業者ト
レーニング
センター

カ-3

10
（歳入）見沼グリーンセンター
使用料

564 1 1 1 2

見沼グリーンセンター会議室使用料(多目的ホール、大会議
室、中会議室、小会議室、料理実習室、研修室）
多目的ホール使用料　9時～12時　1910円、13時～17時
2270円、18時～21時2270円、9時～21時6450円

　
昭和57年開設以来料金の改定は今まで実施していないが、
他市の状況や関連経費等を総合的に勘案し、見直しを図っ
ていく必要があります。

1
見沼グリー
ンセンター

オ-3

行革本部
の見解

通番

職員数

事業の概要
（目的・内容）

提出調書

担当局　　　経済局　　　

事務事業名 担当課事業名
H22年度
予算額
（千円単位）

事
業
類
型

実
施
方
法

見直しの方向性見直しの判断基準（メルクマール）

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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事
業
類
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実
施
方
法

見直しの方向性見直しの判断基準（メルクマール）

11 （歳入）農村広場使用料 960 1 1 1 2

農村広場会議室使用料（多目的ホール、会議室、和室、生
活改善室）
多目的ホール使用料9時～12時1190円、13時から17時1430
円、18時～21時1540円、9時～21時4160円

　
昭和56年の開設以来料金の改定は今まで実施していない
が、他市の状況や関連経費等を総合的に勘案し、見直しを
図っていく必要があります。

1
見沼グリー
ンセンター

オ-3

12 （歳入）市民農園使用料 2,660 1 1 1 2
見沼グリ-ンセンター市民農園使用料
第1種105㎡64,200円、第2種56㎡34200円、第3種49㎡29900
円

　 他の政令市と概ね同水準であり当面変更しない予定です。 1
見沼グリー
ンセンター

オ-3

13 （歳入）行政財産使用料 18 1 1 施設内の自動販売機、電柱等の使用料 　
市の財産に対する使用料徴収であるため、全庁的な方向の
中で検討されるべきものと考えます。

1
見沼グリー
ンセンター

カ-3

14 （歳入）農業使用料 650 1 1 研修室等の使用料の徴収 　
開設以来使用料の改定は実施していないが、類似施設の
状況や関連経費を総合的に勘案し、見直しを図っていく必
要があります。

1 1
大宮花の丘
農林公苑

オ-3

15 （歳入）行政財産使用料 805 C 1 1 行政財産使用料の徴収 　
市の財産に対する使用料の徴収であるため、全庁的な方向
性の中で検討されるべきものである。

1 1
大宮花の丘
農林公苑

カ-3

16 （歳入）行政財産使用料 419 C 1 1 1

観光政策課が所管する浦和駅西口案内所の一部を、さいた
ま観光コンベンションビューロー、電力会社、宝くじ販売会社
に対し、地方自治法第238条の4第7項の規定により使用を
許可し、さいたま市行政財産の使用料に関する条例に基づ
き、使用料を徴収しているものです。

　
市の財産に対する使用料徴収であるため、全庁的な方向性
の中で検討されるべきものと考えます。

1 観光政策課 カ-3

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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17 早期起業家教育事業 早期起業家教育事業 4,685 C 1 1 2

市内小・中学生を対象に、企業活動の一連の流れを実践的
に体験させることで、チャレンジ精神、コミュニケーション能
力、問題発見・解決能力などといった、起業家精神を養うと
ともに、市民・市内事業者に対し、早期起業家教育の実施に
関する協働を呼びかけ、推進していくことで、市全体におい
て起業家教育が実践される環境を創出していきます。

カ
　受益者負担の観点から参加者負担金を見直します。ま
た、市内事業者との連携を強化するとともに、地元学生や市
民の参画をより一層促進できる実施体制を目指します。

1.0 1 経済政策課 オ-8

18 産業振興ビジョン推進事業
さいたま市ブランド構築戦略
提案型モデル事業

2,700 C 1 1 1 1 2

企業や団体等との協働により、地域資源の活用による商
品・サービス等の創出及びプロモーションに関する研究を進
め、産業分野における「さいたま市ブランド」の構築に向けた
取組を推進します。

オ
　「さいたま市ブランド」の目指す方向性を整理した上で、事
業者との役割分担を明確にしながら、事業者の選考方法の
見直しも含め、事務処理の効率化を図ります。

1.0 1 経済政策課 オ-7

19 産業振興ビジョン推進事業
「さいたま市けんてー」ＷＥＢ
サイト運営業務

5,136 C 1 1 1 3

本市にある数多くの地域資源について、クイズ形式により
ネット上で公開し、広く発信していくことにより、本市への集
客強化を図るとともに、クイズ自体を投稿可能とすることに
より、一般ユーザーからの情報の収集と蓄積による本市ブ
ランドイメージの創出を図ります。

オ
　本事業の目指す方向性を整理し、市が関わる事務量や経
費の効率化を図ります。

0.3 1 経済政策課 オ-10

20 産業振興ビジョン推進事業
商店街個店バリューアップ支
援業務

2,500 C 1 1 1 2

意欲ある個店に対し、重点的な経営支援等を行うことによ
り、魅力ある個店の創出を図るとともに、それらを起爆剤とし
た商店街への顧客誘導を図り、地域特性に応じた商店街の
活性化を図ります。また、事業実施後は、モニターを募集し
支援店舗及び商店街を廻るモニタリング事業を実施します。

カ
　本事業は、商店街活性化のためには大変有効であるた
め、事務事業の拡大が望まれます。

0.6 1 経済政策課 ク-1

21 産業振興ビジョン推進事業
ものづくり企業支援制度構築
事業

2,000 C 1 1 1 2

複数のものづくり企業からなる企業ネットワーク構築に向け
た実証事業を実施することで、企業の生産・受注や研究開
発体制を強化を図り、市内ものづくり企業の活性化を目指
すものです。

カ

　実証事業終了後には、アンケート結果を踏まえ、企業ネッ
トワークを支援するコーディネーター派遣や、ニーズに応じ
た新たな支援制度の構築などの事業を拡大方向で実施す
ることが望まれます。将来的には、市の関与を最小限に抑
え企業ネットワークの自立を目指します。

0.5 1 経済政策課 カ-4

22 産業振興ビジョン推進事業 コミュニティビジネス推進事業 6,000 C 1 1 1 1 2

子育て、福祉、教育などの分野における地域課題の解決を
図るビジネス（コミュニティビジネス）の活性化を図るため、モ
デル事業を実施し、行政に求められる支援のあり方につい
て検証します。併せて、コミュニティビジネス活性化の取り組
みを通じ、起業家支援や商店街活性化などの地域経済活
性化を目指すこととしています。

ク

　来年度までの3年間をかけてモデル事業を実施し、見えて
きた課題を整理した上で、コストをかけない形の新支援制度
を構築し、事業を継続します。また、専用ホームページの運
営についても、事業者が新たなコミュニティビジネスの取り
組みを始めるにあたっての情報提供の役割を果たすもので
あることから、継続します。

0.6 1 経済政策課 ク-1

23 産業振興ビジョン推進事業
CSR（企業の社会的責任）活
動支援事業

1,400 C 1 1 2

市民、企業、行政との連携を強めることで、様々な地域課題
を地域で解決する意識の醸成を図るとともに、企業と地域社
会の良好な関係を構築するため、企業が経営活動の一環と
して取り組むCSR活動の普及・促進を図るものです。
※CSR：企業が社会の一員として、ルールを守り、社会の持
続的発展に貢献しながら、企業活動を続けていくこと。

カ
　22年度の新規事業であり、来年度以降は認証制度の構築
に向け、事業を拡大する必要があります。

0.6 1 経済政策課 カ-4

24 産業振興ビジョン推進事業 地域技術人材育成業務 1,700 C 1 3

本市産業の根幹を支える市内基盤技術産業をはじめとする
ものづくり企業の経営安定化を目的に、市内企業と工業高
校との連携による産業人材の育成を実施します。市内製造
企業へのインターンシップ、ものづくり現場を見学するツアー
及びデュアルシステムを行い、実践的かつ集中的な研修を
実施します。

カ
　市内の雇用促進に直接結びつく事業であり、工業高校の
ニーズに応じた形で拡大していく必要があります。

0.4 1 経済政策課 カ-4

25 産業振興ビジョン推進事業 ロボット工房補助金 300 C 1 1 4

市内企業へ優秀な産業人材を輩出する仕組みづくりを目指
し、本市産業人材育成事業の一環として実施するもので、
小中学生という早い時期からものを作る喜びを伝え、高校
や大学といった次の段階における技術人材分野への誘導を
行います。

オ
市と埼玉県との費用負担割合や事業への関与のあり方等
について埼玉県と協議を行い、より低コストでの効果的な事
業を実施するため、市が係わる事務を見直します。

0.2 1 1 経済政策課 オ-5

26 産業振興ビジョン推進事業 少年少女発明クラブ補助金 558 C 1 4

（社）発明協会により全国的に実施している事業であり、青
少年の自由闊達な創造力を尊重しつつ科学技術に対する
夢と情熱を育み、創造力豊かな人間形成を図ることを目標
に、年間を通じた活動の中で、工作教室や化学実験など
様々な体験学習を行います。
開催：毎月第1・3・5土曜日

ク
　本市の産業人材育成の一翼を担う事業であり、また、（社）
発明協会等の協力関係を維持するためには、現行の体制
による事業実施が必要であることから、継続とします。

0.2 1 1 経済政策課 ク-1

提出調書

行革本部
の見解

通番

担当局　　　経済局　　　

事務事業名 担当課事業名
H22年度
予算額
（千円単位）

事
業
類
型

見直しの方向性見直しの判断基準（メルクマール） 職員数

事業の概要
（目的・内容）

実
施
方
法

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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27 商工施策管理事業 商工施策管理事業 1,196 C 1 1 1 1,4
商工振興施策を推進していく上で、施策立案に必要な情報
収集、調査分析及び各種管理業務を実施します。

ク

　局・部・課内の庶務経費であり、予算額の見直しは毎年度
行っていきますが、事務処理は継続する必要があります。な
お、庁内照会・取りまとめ業務の適正化については、全庁的
な方向性の中で検討されるべきと考えます。

3.5 1.0 1 1 経済政策課 オ-9

28 商工施策管理事業
さいたまニューディール懇話
会開催事業

815 C 1 1

「しあわせ倍増プラン2009」に位置づけられた雇用倍増プロ
ジェクトをはじめとする経済・雇用分野に関連し、企業の活
性化に向けた取り組み等について、施策の充実を図るため
有識者等からなる「さいたまニューディール懇話会」を開催し
ます。

ク
　22年度新規事業であり、しあわせ倍増プラン2009の計画
が満了する24年度までは継続する必要があります。

1.1 1.0 1 経済政策課 ク-1

29
商業団体運営補助事業（経済
政策課）

さいたま商工会議所事業費等
補助金

73,900 C 1 1 4

市内商工業の振興を図るため、さいたま商工会議所が実施
する市内商工業の振興に資する各種事業に対し、さいたま
商工会議所事業費等補助金交付要綱に基づき交付してい
ます。

ク
　補助金額の見直しは毎年度行いますが、市内商工業者支
援の推進のためには商工会議所の役割は重大であり、市と
の連携は不可欠なため、引き続き支援を行っていきます。

0.3 1 1 経済政策課 オ-8

30
商業団体運営補助事業（経済
政策課）

そろばんクリスマスカップ事業
補助金

100 C 1 1 1 4

わが国の経済発展と国民の計数概念の向上に貢献してき
た珠算について、更なる振興と技能の向上を図るため、日
本珠算協会との共催により全国珠算競技大会を開催するも
のです。

オ
事業の支援内容の見直しを図り、共催の立場から翌年度以
降も安定的な開催ができるよう、会場確保等の支援を行っ
ていきます。

0.2 1 1 経済政策課 オ-6

31 勤労者支援事業 勤労者支援事業 3,472 C 1 1 1 1,4
勤労者の労働環境の整備及び向上を図ることを目的に、労
働法講座の開催、働く女性の家運営委員会の開催など、勤
労者等への支援を行っています。

オ

今後も、市民の興味関心の高い労働問題や社会問題に関
する周知啓発事業の実施について、より市民ニーズに合致
した効果的な事業内容となるよう実施時期や実施回数等の
見直しを図るとともに、勤労者福祉の増進や勤労者全般の
支援施設について、働く女性の家運営委員会を通じて利用
者や関係団体等との調整を図り、勤労者等への支援を実施
してまいります。

0.3 1 労働政策課 ウ-3

32 雇用対策推進事業 生活就労相談員等事業 5,917 C 1 1 1

ふるさとハローワーク等において、国が行う職業相談・職業
紹介の窓口と連携し、就職を希望する離職者等に対して、
就労に伴う生活上の相談に対応し、必要な助言等を行う生
活就労相談員や、市内事業所を訪問し雇用支援制度や雇
用関連事業に関する情報提供を行うとともに、雇用拡大に
ついての働きかけを行う雇用開拓推進員を設置し、基金を
活用した雇用促進を図っています。

イ

　現在の厳しい経済･雇用情勢の中、基金事業により事業を
展開していますが、基金事業が終了する平成24年度以降に
ついては、生活就労相談員事業のみ行うこととし、雇用開拓
推進員事業については今後の経済雇用状況を見据えた上
で事業実施の判断をしていきます。

1.5 1 労働政策課 オ-5

33 雇用対策推進事業 内職相談室設置事業 719 C 1 1 1

合併前の岩槻市において実施していた事業を、合併後、さ
いたま市において引き継いで実施しているものです。
岩槻区役所内に内職相談室を設置し、家庭外で働くことが
困難で、内職を希望する市民に対して、内職に関する相談
及びあっ旋を行っています。

オ

現在、岩槻区役所内に主たる内職相談室を設置し、ふるさ
とハローワーク内生活就労相談窓口が補完的な役割を担っ
ていますが、今後は、ふるさとハローワークを内職相談窓口
の拠点として位置付け、事業所への積極的な働きかけを行
うとともに、遠方の区については、移動(臨時)内職相談窓口
として区の各種市民相談等と併せて実施するなど、相談窓
口のあり方について市民の利便性を考慮しながら改善を
図ってまいります。

0.3 1 労働政策課 オ-5

34 雇用対策推進事業 就労支援体制整備事業 34,104 C 1 2,4

就労支援拠点施設である、ふるさとハローワークにおける職
業紹介・相談を中心に、国や県と連携した就労支援を推進
しています。さらに雇用対策法に掲げられているとおり、市
独自の支援として、求職者のキャリアアップや事業所の人材
獲得等の市民の安定就労と中小企業の振興に向けた、地
域の実情に応じた取り組みを実施しています。

カ

労働市場における人材育成や職業能力の開発・向上は、安
定就労を目指す求職者や優秀な人材を獲得したい企業に
とって、恒常的に求められる支援であり、ふるさとハロー
ワークを中心とした市独自の就労支援体制を整備していく
必要があります。事業内容については、施設の所管替に伴
い、勤労女性ホームの職業実務講座を来年度より本事業の
中で併せて実施するといった効率化のほか、厳しい雇用情
勢が長期化する中、国や県等とも連携した対応を強化する
など、時代のニーズにあった事業を展開する必要がありま
す。

2.2 1.0 1 労働政策課 カ-4

35 勤労者支援資金融資事業 勤労者支援資金融資事業 562,691 C 1 1 5

市内に居住する勤労者に対して、住宅・教育・医療に関し、
必要とする資金を低利で融資（あっせん）することで、勤労者
の生活の安定を図ります（市民ニーズに対応するため改正
を行い、平成19年度より現行制度を開始しています。このこ
とに関し、旧住宅融資制度の融資残高に対応する預託金の
執行があります）。

オ

預託方式による制度運用のため、最小経費（経費負担・人
件費負担）での市民ニーズへの対応が可能となっていま
す。今後は、制度利用者の拡大を図るとともに、制度運用に
かかる預託倍率・融資利率の設定及び融資対象資金用途・
対象者について、県や他指定都市等の状況の検討も含め、
金融機関との協議を進めることで、費用対効果を更に向上
させるための検討を進めていきます。

0.3 1 労働政策課 オ-9

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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36 勤労者関係団体補助事業 勤労者関係団体補助事業 3,882 C 1 1 1 4

地域雇用の促進や安定を図る団体、労働条件・環境等の改
善など勤労者の福祉増進を図る団体、勤労者や求職者に
対する職業訓練を行う訓練校など、市内の勤労者関係団体
の運営にかかる経費について補助を行っています。

オ

各団体が実施する勤労者の環境改善や地位向上等の活動
を支援するため、本助成を行っていますが、公金の支出とい
う観点から各団体の運営状況や活動実績を検証した上で、
効果的な補助のあり方の検討や助成対象と助成目的の整
理を行う必要があり、交付先との調整を図りながら、助成対
象事業や助成額基準等の明確化を進めてまいります。

0.3 1 1 労働政策課 オ-8

37 技能・勤労表彰事業 技能・勤労表彰事業 837 C 1 2

技能者や勤労者に対し、働く意欲の高揚と技能水準の向上
を図るため、①技能者表彰(市内の技能者職種に永年従事
している技能者の社会的、経済的地位及び技能水準の向
上のための表彰事業)②優良勤労者表彰(市内の事業所に
永年従事した方で、勤務成績が優秀な勤労者を表彰する事
業)を実施しています。

オ

昨年度本事務事業の見直しを行い、平成22年度からさいた
ま商工会議所に業務委託し事業実施することとしましたの
で、当面は商工会議所との連携を図りながら事業内容につ
いて検証していきたい。

0.2 1 労働政策課 ケ

38 中小企業勤労者福祉事業 中小企業勤労者福祉事業 57,869 C 1 1 4

勤労者の福利厚生の充実を図るため、市内中小事業所単
独で実施することが困難な福利厚生事業を行う、（財）さい
たま市産業創造財団勤労者福祉サービスセンターの運営に
かかる経費について、補助を行っています。

オ

会員ニーズの把握とともに、会員事業所に対するインセン
ティブ的なサービスや、他で実施されている魅力的なサービ
スの導入等の検討を図り、実質的なサービス拡大を図るこ
とで、会員事業所及び会員獲得の更なる拡大に向けて取り
組む必要があります。中間計画の見直しにおいて、国庫補
助終了の影響を考慮しつつ、事業計画及び資金計画の検
討を図り、組織の自立化計画の進捗に向けて、中長期的に
はサービス事業内容の選定を実施し、補助事業から委託事
業への再編の適否等も含めた検討を行います。

0.3 1 労働政策課 オ-8

39
勤労女性ホーム管理運営事
業

勤労女性ホーム管理運営事
業

36,040 C 1 1 1 1 1 3

昭和45年に埼玉県が設置した施設を譲り受けたものです。
勤労女性の福祉の増進と地位の向上を図ることを目的に、
職業実務講座や文化・教養講座、生活講座等を実施してい
るほか、勤労女性を中心とした自主グループの育成を目的
に施設を提供しています。また、ハローワークの求人情報や
労働に関する情報を提供しています。

エ

平成23年度からコミュニティ施設への転換を図ります。
なお、従前より行っていた職業実務講座については、就労
支援体制整備事業の中で併せて実施することにより、引き
続き、働く女性や働きたい女性のスキルアップを図るなどの
就労支援を行ってまいります。

0.3 1 1 労働政策課 ケ

40
勤労女性センター管理運営事
業

勤労女性センター管理運営事
業

34,530 C 1 1 1 1 1 3

勤労女性の福祉の増進と地位の向上を図ることを目的に、
職業実務講座や文化・教養講座、生活講座等を実施してい
るほか、勤労女性を中心とした自主グループの育成を目的
に施設を提供しています。また、ハローワークの求人情報や
労働に関する情報を提供しています。

オ

公共施設適正配置方針に基づき、職業能力開発の向上及
び現在実施している就業支援や中小企業勤労者福祉事業
と連携し、勤労者全般の支援施設としての活用を図ります。
また、こうした活用を図る中で施設の有料化の導入に併せ
て利用対象の拡大を図るなど、施設の設置目的の範囲内
で、稼働率の向上に向けた検討を行います。

0.3 1 1 労働政策課 ケ

41 中小企業資金融資事業 中小企業資金融資事業 21,779,100 C 1 2
　市内において事業を営む中小企業者及び創業者等に対
し、経営の安定及び向上に必要な資金の融資のあっせんを
行い、中小企業の振興を図ります。

カ

　中小企業・小規模企業者の経営の安定により市内経済が
活性化され、雇用の安定化が図られることから、今後におい
ても制度の充実に取り組む必要がある。
　なお、当課で実施している業務を(財)さいたま市産業創造
財団に委託するなど効果的に活用しながら、当業務に携わ
る職員の効率化を図る。

1.1 1.0 1
産業展開推
進課

ク-1

42
テクニカルブランド企業認証
事業

テクニカルブランド企業認証
事業

29,487 C 1 1 2

　技術の独創性・革新性に優れた市内の研究開発型企業を
「さいたま市テクニカルブランド企業」として認証し、認証企
業のＰＲや技術開発・経営強化・人材育成といった、更なる
競争力向上支援を通じ、さいたま市産業全体の活性化やイ
メージアップを図る。

カ

　技術力の高いブランド企業において、競争力を更に向上さ
せることにより、市内産業の活性化が図られ、また、国内外
へのＰＲにより新たなビジネスパートナーの発掘や企業誘致
活動にも大きな相乗効果が期待でき、さらには新たな雇用
創出が期待できることから、競争力向上に向けた支援の充
実を図る。
　なお「しあわせ倍増プラン2009」において、平成20年度から
平成24年度までの累計で35社のテクニカルブランド企業を
認証する。

1.9 0.2 1
産業展開推
進課

ク-1

43 中小企業支援事業 中小企業支援事業 388,463 C 1 2

　中小企業支援法に基づく本市の都道府県等中小企業支
援センターとして指定した、財団法人さいたま市産業創造財
団を中心に、市内中小企業者の経営基盤強化、創業者の
育成等に係る支援事業を総合的に実施し、また、埼玉県と
共同で設置した「産学連携支援センター埼玉」において、企
業と大学等研究機関のマッチング活動を展開し、共同研究
体の構築支援、新技術・新製品開発支援を展開することに
より新事業の創出を図る。

カ

　現下の厳しい経済・雇用情勢の中、中小企業者の経営安
定に向けた支援や創業希望者の増加に伴う市に対する支
援のニーズが高まっていることから、経済情勢におけるニー
ズを把握し、専門性の高い(財)さいたま市産業創造財団を
効果的・有効的に活用し、支援策の拡充を図っていく。

2.4 0.4 1 1
産業展開推
進課

カ-4

44 企業誘致等推進事業 戦略的企業誘致推進事業 236,977 C 1 1 2

　本市の財政基盤の強化、雇用機会の創出及び産業経済
の活性化を図るため、関係機関と連携し、本市のビジネス
環境のＰＲや補助金制度等を活用した戦略的な企業誘致活
動を積極的に展開する。

カ

将来にわたった安定的財政基盤や雇用創出等に資するた
め中長期的視野に立った戦略が不可欠であることから、効
果的かつ積極的な取り組みを継続する。なお、「しあわせ倍
増プラン2009」において、成21年度～24年度末までの4年間
で40社の企業誘致を実現する。

1.8 0.2 1.0 1 1
産業展開推
進課

カ-4

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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45 企業誘致等推進事業 企業活動の国際化推進事業 22,071 C 1 1 5

さいたま市、埼玉県及びさいたま商工会議所との3者で共同
運営する埼玉国際ビジネスサポートセンター（ＳＢＳＣ）にお
いて、市内企業の国際ビジネス支援や外国企業・外資系企
業の対日ビジネスと市内への進出支援を行い、それらを活
用した企業誘致活動を実施する。

ク

効率性の観点から、各団体が負担金を拠出し運営する「埼
玉国際ビジネスサポートセンター」の事務執行方法を見直
す。
次年度以降は、3者相互の協力体制は堅持しつつ、事業執
行に当たっては協定を締結し、日本貿易振興機構など関係
団体との連携を一層図りながら、企業の海外取引支援や新
たな市場の開拓、外国・外資系企業の誘致を推進する。

1.8 1 1
産業展開推
進課

イ-3

46 企業誘致等推進事業 産業集積拠点創出事業 5,000 C 1 2

本市の財政基盤の強化、雇用機会の創出及び産業経済の
活性化を目的とした戦略的な企業誘致活動を展開するた
め、中長期的な視点による安定的財政基盤・雇用創出等に
資する、新たな産業集積拠点の創出に関する検討を行う。

カ

少子高齢社会の進展や成熟社会への移行など社会経済情
勢が変化するなか、戦略的・計画的な企業誘致は建設投
資・企業操業に伴う経済波及効果及び税収効果が見込ま
れ、結果、本市の財政基盤の安定化や雇用機会の創出、産
業の活性化に寄与し、都市経営の持続性・有効性の観点か
ら事務事業の拡大を図る。

3.0 0.2 1
産業展開推
進課

ア-5

47
商業団体運営補助事業（商工
振興課）

さいたま市商店会連合会団体
運営補助事業

3,400 C 1 4
　市内商店街の振興を図ることを目的に、さいたま市商店会
連合会に対し補助金を交付しています。

オ

　本事業は、さいたま市商店会連合会（地区商連）への支援
であり、連合組織による一体的な連携・共同事業は必要不
可欠である。事業に際し、市内商店街の更なる活性化を図
り、市民の消費生活の向上に寄与する取組み・事業推進と
なるように継続的に指導し、事業費として補助金を交付する
よう事務改善を検討する。

0.1 1 1 商工振興課 オ-8

48
商業団体運営補助事業（商工
振興課）

岩槻人形協同組合団体運営
補助事業

2,500 C 1 1 4

　経済産業省指定の伝統的工芸品である「江戸木目込人
形」及び「岩槻人形」の振興のために、伝統的工芸品産業の
振興に関する法律第4条に基づく「振興計画」に定めた岩槻
人形協同組合が実施する事業に対し補助金を交付していま
す。

ク
　本事業は、技術継承者育成事業、伝統的技術の継承研修
等事業、需要開拓に関する事業など、振興計画に定められ
た事業の実施に対し、適正な補助金を交付する。

0.1 1 1 商工振興課 オ-8

49
商業団体運営補助事業（商工
振興課）

岩槻人形協同組合団体運営
補助事業（流しびな）

350 C 1 4
　毎年4月29日に実施されている「人形のまち　流しびな」の
事業に対して、補助金を交付しています。

ウ
　本事業は、岩槻人形組合事業の一環であるが岩槻人形4
大祭りのひとつであり、他の観光イベント事業補助金に統合
する。

0.1 1 1 商工振興課 エ-3

50 商工業振興事業 公衆浴場支援事業 4,550 C 1 4

　市内一般公衆浴場の健全な育成と振興を図ることを目的
とし、一般公衆浴場及び埼玉県公衆浴場生活衛生同業組
合さいたま支部が行う設備近代化補助事業、衛生対策事
業、活性化推進事業に対し、補助金交付しています。

オ

　本事業は、市民の日常生活における保健衛生上必要な入
浴のために設けられた一般公衆浴場の経営者及び組合に
対する支援であり、浴場の近代化、施設維持、衛生対策な
ど、商工業振興の観点からではなく、衛生対策としての必要
性は高い。他の政令市を参考に、支援目的などを整理した
上で、事務改善を検討する。

0.1 1 1 商工振興課 オ-8

51 商工業振興事業 工業振興事業 1,000 C 1 1 4

　本市の中小工業事業者の育成強化を図ることを目的とし、
市内中小の工業事業者が行う販路開拓や人材育成などの
事業や地域に開かれたイベント等の開催に対して補助金を
交付しています。

オ

　本事業は、「産業振興ビジョン」においても、企業が実施す
る研究開発用途への活用など利便性を高めるため、交付対
象事業、補助要件などの見直しを定めていることから、局内
関係課所及びさいたま市産業創造財団を交え、企業ニーズ
を踏まえた見直しに着手する。

0.1 1 1 商工振興課 オ-7

52 商工業振興事業
主要駅周辺地区歩行者通行
量調査事業

4,200 C 1 3

　市内の主要駅周辺における歩行者通行量を調査し、広く
公表することにより、企業経営者、創業予定者等の経営戦
略策定の一助とするとともに、本市における商工業振興施
策の基礎的な資料の収集を図る。

ア

　本調査は、駅周辺地区の歩行者の流れ等を調査し、その
結果を広く公表しており、企業経営者、創業予定者等の経
営戦略策定の一助となっているが、平成22年度に岩槻駅周
辺地区を調査することにより、市内主要駅周辺地区の調査
がひと通り実施されるため、平成23年度から本調査を廃止
する。

0.1 1 商工振興課 ア-1

53 商工業振興事業 商工業振興・管理事業 925 C 1 2

　商工振興課において事務執行するために必要な消耗品等
の購入や職員が政令市課長会議や研修等へ出席した際の
交通費及び負担金の支払やＪＲ埼京線北与野駅前の整備
に伴い駅前ロータリーに設置された「自動車の街・与野」記
念碑からくりモニュメント（からくり時計）の定期保守点検業
務に要する経費である。

オ

　「自動車の街・与野」記念碑からくりモニュメントは、平成4
年5月に中央区内の自動車関連産業の協賛を得てＪＲ埼京
線北与野駅前ロータリーに設置され、地元住民の憩いの場
となっているが、商工振興という観点を踏まえ他部署への移
管を検討する。

0.1 1 商工振興課 エ-3

54 商工業振興事業
さいたまソフトウェアセンター
経営基盤安定資金貸付事業

180,000 C 1 1 1

　国、埼玉県、さいたま市、民間企業が出資し、市内中小事
業者の高度ＩＴ人材育成のために設立された株式会社さい
たまソフトウェアセンターに対し、事業の円滑な運営及び地
域の情報化推進を図ることを目的として、経営基盤安定資
金の貸し付けを行っている。

ク

株式会社さいたまソフトウエアセンターは、市内中小事業者
の高度ＩＴ人材の養成を行うため、国、県、さいたま市、民間
企業が出資して設立された第三セクターであり、さいたまソ
フトウェアセンターの事業の円滑な運営及び地域の情報化
推進を図るために引き続き貸し付けを行っていく。

0.2 1 商工振興課 ア-1

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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55 商工業振興事業 伝統産業活性化事業 3,346 C 1 1 2

　固有の技術・技法をもとに現在まで存在する本市の伝統
産業を、地域活性化のための貴重な地域資源と捉え、認知
度向上を始とする必要な振興を図り、後世に引継ぐことを目
的として、「岩槻の人形」「大宮の盆栽」「浦和のうなぎ」の3
産業を「さいたま市伝統産業」として指定するとともに、「伝
統産業事業所」を指定し、その存在と魅力を広く発信してい
ます。

オ

　本事業では、昨年度よりホテルで実施していた伝統産業
事業所指定証交付式をコラボさいたまのオープニングイベ
ントに統合するなど、コスト削減に努めている。今後は、指定
したさいたま市の貴重な地域資源である伝統産業及び伝統
産業事業所を「さいたま市ブランド」としてＰＲし、地域産業の
振興を図る。

0.5 1 1 商工振興課 オ-9

56
産業文化センター管理運営事
業

産業文化センター管理運営事
業

45,424 C 1 1 1 2,4

　市内産業の振興及び市民文化の向上と福祉の増進を図
るため、産業文化センターの利用者が安全かつ快適に施設
を利用できるように、諸設備等の維持管理を指定管理者制
度を導入して実施するとともに、施設、設備等の修繕等並び
に産業文化センター建設により周辺地域に発生したテレビ
電波受信障害対策施設の定期保守等を実施する。

オ

　平成18年度から指定管理者制度を導入し、更に利用料金
制を導入しているため、施設の効率的な運営が図られてい
る。今後は、施設の老朽化に伴う修繕等を計画的に実施す
る。
　また、行政財産については、さいたま市行政財産の使用
料に関する条例第4条第1号の規定に基づき行政財産使用
料の減免を行っているが、今後、減免率について検討する
必要がある。

0.3 1 1 商工振興課 ケ

57 商店街振興事業 市内商店街通行量調査事業 7,303 C 1 1 3

　商店街のにぎわいの状況を把握するための最も基本的な
数値情報である商店街を通行する歩行者及び自転車の通
行量について、今後のにぎわい状況や施策効果の把握の
ための基礎資料として利用するため、市内商店街の通行量
調査を実施する。

キ
　本事業は、埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助
金を導入して実施する事業であり、平成22年度のみ実施す
る事業である。

0.1 1 1 商工振興課 キ-1

58 商店街振興事業 商店街支援事業 159,466 C 1 2,4

　商店街の販売促進・賑わいの創出等による活性化や商店
街街路灯等の共同施設設置、維持管理など、商店街が共
同で行う事業に対して補助金を交付しています。　また、今
年度はグリーンニューディール基金を活用し、地球温暖化
対策に資するため、商店街街路灯照明のＬＥＤ化を推進して
います。

ク

　本事業は、商店会が共同で実施する販売促進事業や街
路装飾などの共同事業への支援であり、商店街の賑わい・
活性化とともに、市民の消費生活の向上や市民生活の安心
安全面、環境配慮に必要な事業である。事業に際しては、
毎年、事業内容を見直すともに、市内商店街の更なる活性
化を図り、ＬＥＤランプへの切り替えの促進など環境に配慮し
たまちづくりや市民の消費生活の向上に寄与するよう事業
を推進する。

1.0 1 1 商工振興課 ク-1

59 商店街振興事業 駅前にぎわい創出事業 2,000 C 1 1 4
　商業の振興のため、駅周辺（駅から概ね半径500ｍ範囲
内）において、賑わいを創出できる大規模イベントを実施す
る団体に対し、4ヵ年度を限度に補助金を交付しています。

オ

　過去に実施され継続している事業については、駅周辺の
賑いとともに、地域の活性化や地域のコミュニティ（街のシン
ボル）として機能するなど、主要事業となっていたが、社会
経済情勢が変化し、大型店等との共同による大規模な新規
事業に結びつかない状況となっているため、今後は事業規
模や事業範囲などを見直します。

0.1 1 商工振興課 ウ-3

60
大規模小売店舗立地事務事
業

大規模小売店舗立地事務事
業

899 A 1 1
　大規模小売店舗の出店に際し、周辺地域の生活環境の保
持の観点から大規模小売店舗立地法に基づく届出を受理
し、それに対して市の意見表明・勧告を行う。

オ

　大規模小売店舗が、多数の近隣住民に日常的に利用さ
れ、周辺地域の生活環境に大きな影響を及ぼすことから、
大規模小売店舗立地法及び同法に基づく指針の示すところ
により、周辺地域の生活環境の保持のために大規模小売店
舗を設置する者がその施設の配置及び運営方法について、
適正な配慮がなされることを確保するよう引続き実施する必
要がある。
　また、協議会会場について庁内会議室を使用することによ
り、コストの縮減を図る。

2.5 1 商工振興課 オ-8

61 商工見本市開催事業 商工見本市開催事業 24,000 C 1 4

　さいたま市内を拠点とした商工業事業者の製品や技術な
どのPRや、出展企業者間の交流を図り、出展企業の販路
開拓や受発注の拡大に繋なげるとともに、市民に対しても商
工業の理解を深められるような展示会を開催しています。

ク

　今後も商工業の共同・共生を図り、出展企業間・来場者
（企業・市民など）の満足度を更に高めていけるように、産業
イベント（商工会議所：ビジネス交流会、財団法人さいたま
市産業創造財団：さいたま市ニュービジネス大賞）などとの
統合も視野に入れ、出展者の確保、来場者の増員、商工両
出展者に対するメリット策を講じ、さいたま市における商工
業（産業）の更なる一大イベントとして開催するため、適正な
補助金を交付し事業内容を充実させ継続する。

1.2 1 1 商工振興課 ケ

62 産業振興会館管理運営事業 産業振興会館管理運営事業 19,807 C 1 1 2
地域産業の振興及び中小企業育成を目的とし、市内に事業
所がある商工業者などが会議・研修等の開催のための場所
として貸館業務を行う。

オ

会議・研修等に利用する場所を市内事業者へ安定的に供す
ることにより、市内産業の振興という目的を大いに満たして
いる。
今後は現状の利用者の利便性を低下させることなく、施設
管理における経費を見直し、コスト面においてもより適切な
ものとなるよう事務の改善を目指す。

0.5 0.2 2.0 1 1 商工振興課 オ-10

63 計量事務事業 計量事務事業 4,967 A 1 2
計量法に基づき、市内の特定計量器の定期検査、事業所な
どへの立入検査、各種届出等の業務を行う。

ク

管理コスト等が多大にかかる大型のはかり（トラックスケー
ル）の検査をはじめ一部のはかり検査を委託するなど、コス
トの削減努力を行いながら、計量の基準を定め、適正な計
量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄
与することを目的とするという計量法の目的を適切に遂行し
ているので、現状を継続すべきと考える。

2.5 0.3 1 1 商工振興課 エ-2

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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64 農業政策推進事業 担い手育成事業 20,472 C 1 2,4

農業者の経営安定および担い手確保に向けて、認定農業
者や農業後継者の活動支援を行います。
また、都市住民の参加による援農ボランティアやランドコー
ディネーター等を育成し、農業と都市を繋ぐ新たな担い手確
保を行います。

オ

持続可能なさいたま市農業を目指す中で、農業の担い手確
保は必要不可欠であり当事業は継続としますが、より効果
的な事業実施を目指して、毎年事業内容や補助制度の見
直しを行います。

2.0 0.4 1 1 農業政策課 オ-8

65 農業政策推進事業 都市農業推進事業 3,293 C 1 2,4

農と都市が互いに支え合い、市民と協働によるさいたま市ら
しい都市農業の推進を行います。
さいたま市農業政策の検討や計画策定のほか、農業統計
の作成や先進事業調査を行います。

カ
社会情勢や農業情勢の変化への対応と市民意見の反映に
努め、地域特性を活かした持続可能なさいたま市農業を目
指して事業を推進していきます。

0.8 0.1 1 1 農業政策課 ク-1

66 農業政策推進事業 特定農地貸付事業 426 A 5

特定農地貸付制度による農地の貸付（農地法等の特例によ
り、農業者、ＮＰＯ、企業等が農地についての賃借権その他
使用及び収益を目的とする権利の設定）を行い市民農園を
開設します。

ク

市民農園の開設は、市民からの要望も非常に多く、都市農
業の推進策として市民の農業参加や理解が見込めるため、
事業は継続とします。なお、事業に要する土地借り上げ料
は、市民農園開設者より支払われる貸付料をもって財源が
確保できます。

0.4 1 農業政策課 ク-1

67 農業政策推進事業 新規就農支援事業 121 C 1 1
新規就農、農業関連雇用に向けて、就農に関する情報提供
や、農業情報講演会の実施を行います。
さいたま市就農・雇用促進方針の検討と策定を行います。

カ
しあわせ倍増プラン2009の着実な進行および、持続可能な
さいたま市農業の実現を目指して、積極的な取組みと事業
拡大に努めていきます。

0.4 1 農業政策課 カ-4

68 農業政策推進事業 食品表示適正化推進事業 52 B 1 1

JAS法（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する
法律）に基づき市域を超えない範囲で業務を行う食品の製
造業者または販売業者に対する品質表示の指導を行い、
食品表示の適正化を推進します。

オ
食品表示の適正化を推進するために事業は継続するが、県
より委任を受けた事務分担については県との協議を検討す
る。

0.4 1 農業政策課 オ-5

69 農業政策推進事業 農業政策管理事業 14,723 C 1 2

農業政策事業に必要な管理事業を行うものです。
農家・農地・作物情報の一元管理のためにシステム構築を
行う。消耗品費、コピー使用料等の庶務経費の計上等を行
います。
農業政策推進に必要な各種証明交付の発行を行います。

ク
農業政策事業に必要な管理事業であり、予算の見直しは毎
年度行っていきますが、事務は継続する必要があります。

2.0 0.5 1 1 農業政策課 ク-1

70 農業経営支援事業 地産地消事業 5,960 C 1 2

安全・安心な農産物の生産と消費の拡大を図るため、市内
産の農産物のＰＲをするとともに、さいたま市ブランドの確
立・加工品の商品開発などの取り組みを通じて、地産地消
の推進を図る事業です。

カ

地産地消事業を推進し都市農業の振興を図るため、市内農
産物のブランド化や商品開発を推進するとともに、商標登録
等を行い市の財産としての確立を図ってまいります。また、
広く市民に本市の農業・農産物に対するPRを図るための
ポータルサイトの構築などにより事業を拡充していく必要が
あります。

0.9 1 農業政策課 ク-1

71 農業経営支援事業 農業経営安定・生産向上事業 26,724 C 1 4

市内における農業振興を図るため、生産団体や各種協議会
等に対して、活動支援のための補助を行うとともに、効率的
な経営の推進、生産性の向上、経営体質の改善、消費者
ニーズに対応した農産物の供給のために必要な事業の支
援を行うものです。

ク

都市化の進展や生産者の高齢化等による担い手不足など、
農業を取り巻く環境が厳しい中、補助事業については、生産
者の農業経営の安定を図り、農業振興を推進するためには
必要な事業であり、事業内容を精査し効果的な活用を検討
しながら、継続してまいります。

0.3 1 1 農業政策課 オ-8

72 農業経営支援事業
レクリエーション農園推進事
業

2,000 C 1 4

農地をレクリエーション農園として開放することで、良好な緑
地空間の保全を期するとともに、市民が農業体験を通して、
農業理解を深めることを目的とする事業であり、レクリエー
ション農園推進協議会を通じて事業の支援を行います。

カ

しあわせ倍増プラン2009において、自然環境を保全・活用し
ながら、市民が憩える場所として農業体験のできる市民農
園数を増やすこととしており、レクリエーション農園について
も拡充をしていく必要があります。

0.3 1 1 農業政策課 カ-4

73 農業経営支援事業 さいたま市農業祭事業 12,897 C 1 1 4

広く市民の農業に対する認識を高め、農業者の技術改善、
農作物の品質の向上の成果を披露する全農家の祭典とし
て、また、地産地消を推進するものとして、市内の農業者、
農協等で組織される実行委員会に対し、事業運営経費を補
助し、各種共進会および農業祭を実施するものです。

ク
農業祭の効率的な運営、共進会の開催方法等の見直しを
行いながら、コスト削減に努め継続して、事業を実施します。

0.3 1 農業政策課 ケ

74 農業経営支援事業 農地・水・環境保全事業 2,000 A 4

農業者、地域住民、自治会、関係団体など幅広く参加する
活動組織をにつくり、地域ぐるみで農地や水を守る効果の
高い共同活動と環境保全に向けた先進的な営農活動を促
進するものです。

キ
農地・水・環境保全向上対策については、平成23年度をもっ
て終了する事業です。

0.3 1 1 農業政策課 キ-2

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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75 農業経営支援事業 農業経営管理事業 640 C 1 1 各事業を円滑に進めるために必要な普通旅費、消耗品費。 ク
農業経営支援事業に必要な管理経費であり、予算の見直し
は毎年度行っていきますが、事務は継続する必要がありま
す。

0.3 1 農業政策課 ク-1

76 水田農業経営確立対策事業 水田農業経営確立対策事業 16,400 A 1 5

地域水田農業ビジョンに基づき、地域の需要に応じた米づく
りと良好な水田環境の保全を図りながら、米の需給調整を
行うとともに、消費者の期待に応える産地を形成する地域の
取組みを支援します。

ク
国の戸別所得補償モデル対策等を活用しながら、市内の水
田農業の経営安定のために、市として引き続き実施する必
要があります。

0.3 0.2 1 農業政策課 オ-5

77 畜産事業 畜産事業 2,622 C 1 4
安全・安心な畜産物の需要に対応するため、団体育成・防
疫・公害防止の各種事業を行い、周辺環境と調和した畜産
業の振興を図ります。

ク

都市化が進展する中で、畜産振興を図るためには、畜産公
害を衛生的に処理し地域の環境と調和した経営を確立し、
伝染病等を未然に防止することが必要であり、引き続き継
続して事業を実施する必要があります。

0.3 1 1 農業政策課 ク-1

78
食肉中央卸売市場及びと畜
場特別会計繰出金

食肉中央卸売市場及びと畜
場特別会計繰出金

197,329 C 1 5

さいたま市営による食肉中央卸売市場・と畜場の運営につ
いて、所管部署と連絡調整を行い、その安定的な運営を行
うために必要な費用の一部について一般会計より市場を運
営する特別会計に対して繰出を行うものである。

オ

消費者への安定的な食肉を供給するという公的な役割があ
り、安定的な市場の運営を行う必要があるため、運営維持
に必要な費用の一部について、一般会計より市場を運営す
る特別会計に対し繰出金を支出することは妥当であり事業
は継続する必要がある。
効率かつ適切な運営を行うために、事務事業の見直しを図
る必要がある。

1 農業政策課 オ-8

79 災害復旧費 災害復旧費 3 C 1 1 1 2
災害時における農業施設の復旧を速やかに行うことにより、
市内農業の維持を図るものである。

ク
農業への災害を最小限にとどめるために、災害時の農業施
設の復旧を円滑に行う必要があり、事業を継続します。

1 農業政策課 ク-1

80 農業環境整備事業 農業生産基盤整備推進事業 171,328 C 1 2,3
農用地の高度利用と生産性を高めるため、土地基盤整備を
行うとともに、未整備の用排水路等を整備・補修し、地域の
農業環境を整備する。

カ
　用排水路等の未整備箇所及び補修が必要な箇所が多く、
また、地元の用水組合等からも整備要望が多数提出されて
いることから、今後は拡大して整備を行う必要がある。

6.0 1 1
農業環境整
備課

カ-4

81 農業環境整備事業
農業振興地域整備計画推進
事業

2,076 A 2

　さいたま市の農業振興が必要であると認められる地域（農
業振興地域）の整備に関して、必要な農業施策の計画や土
地利用（農用地利用）計画を定めているが、基礎調査に基
づく整備計画の変更（全体見直し）及び申出による整備計画
の変更を行う。また、当計画の推進を図るために導入した
「農業振興情報システム」の情報更新や保守管理を行う。

ク

　農業振興地域整備計画を定め、円滑に推進していくため、
農業振興情報システム委託料や農業振興地域整備促進協
議会委員報償費等、また、全体見直しのための基礎調査に
係る経費は必要最小限に執行していく。

4.5 0.4 1 1
農業環境整
備課

ク-1

82
農業者トレーニングセンター
管理運営事業

センター及び園芸植物園施設
管理運営事業

59,833 C 1 1 1 2

農業関係者に栽培技術の指導等、種苗の育成研修施設の
貸し出しを行い。知識や技術の普及を図ると共に市民を対
象に講習会や園芸相談を実施するほか、アグリフェスタをは
じめ各種まつりを開催して農業と緑に親しめる施設運営をし
ています。

オ
見沼グリーンセンターなど農業関連施設における役割分担
の見直しを行い、業務の改善及びコストの削減に努めます。

9.0 3.0 1 1
農業者ト
レーニング
センター

ケ

83
農業者トレーニングセンター
管理運営事業

大崎公園・子供動物園管理運
営事業

17,661 C 1 1 1 2

大崎公園において安全な憩いの場としての利用できる施設
管理を行っています。また、子供動物園においては、施設管
理と動物の飼育業務を行うと共に各種催物を開催し、児童
を対象として実りある施設作りを行っています。

オ

大崎公園については他の都市公園と同様な形態であるた
め、市の都市公園の一つとして都市局への統合管理に向け
て検討していきます。なお、子供動物園においては施設の
内容・目的の点から委託化に向けた方法について更なる検
討を進めていきます。

5.0 1.0 1.0 1 1
農業者ト
レーニング
センター

オ-10

84
農業者トレーニングセンター
施設整備事業

農業者トレーニングセンター
施設整備事業

22,000 C 1 3

地場産業の花植木生産振興に支障を来たす事のないよう
に、母樹・ミスト温室等の関係施設について老朽化防止を図
るため、年次計画により修繕するものです。また、市民の憩
いの場として親しまれている各施設を改修し、安全で過ごし
やすい施設にしようとするものです。

カ
施設の安全利用・品質向上と経年劣化への対応のため、事
業を継続します。なお、今後耐震診断等を行う計画であり、
その結果によっては、大幅な耐震工事が必要となります。

1.0 1 1
農業者ト
レーニング
センター

ク-1

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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85
見沼グリーンセンター管理運
営事業

見沼グリーンセンター管理運
営事業

57,644 C 1 1 2
芝生広場、りすの家、温室等の施設管理のほか農業者の研
修施設として会議室の貸し出し業務や春の園芸まつり事務
を行っています。

オ
農業者トレーニングセンターなど農業関連施設における役
割分担の見直しを行い、業務の改善及びコスト削減に努め
ます。

3.0 1 1 1
見沼グリー
ンセンター

オ-10

86
見沼グリーンセンター管理運
営事業

農業振興事業 3,632 C 1 1 1 1

　さいたま市特産の一つであるサトイモの生産振興を目的と
した優良種苗の増殖と普及、果樹栽培の技術向上を目的と
した技術講習等を実施しています。また、農業に伴う環境へ
の負荷の低減を目的として適正な施肥設計を可能にするた
めの土壌診断業務を実施しています。

カ

　この事業は農産物生産者を対象としたものですが、市民
に新鮮で安全な農産物を供給するための地産地消の事業
推進に重要であり必要な事業です。また、現場の技術的側
面からの生産者の育成は優良農地の保全につながるもの
でもあり、低農薬に対する取り組み、新しい作物の導入など
を促進するなど、地域の状況に対応した農業振興の一環と
して事業を拡大してまいります。

4.0 2.0 4.0 1
見沼グリー
ンセンター

ク-1

87
見沼グリーンセンター管理運
営事業

市民向け「農」推進事業 3,225 C 1 1 2
市民を対象とする野菜の作り方や庭木、果樹等の管理など
各種の園芸講座を実施しています。その他に市民農園の貸
出や管理等を行っています。

カ

　園芸講座は年間で11講座を実施していますが、ほとんど
の講座で定員を超える応募状況となっているため、特に応
募が多い講座については回数を増やして実施中です。ま
た、利用希望の多い市民農園についても新たなレクリエー
ション農園等の新設により、ニーズに対応する必要があるこ
とから、事業を拡大します。

1.0 1
見沼グリー
ンセンター

ク-1

88
見沼グリーンセンター管理運
営事業

春おか広場管理運営事業 8,714 C 1 1 1 2
農業経営の改善及び農業従事者の福祉の増進を図るた
め、会議室等の研修施設及び運動広場の貸出業務を行っ
ています。

オ
見沼グリーンセンターと一体管理している関係から直営管理
を行っていますが農業者の利用は少なく、施設の位置づけ
を含めて管理方法について検討を行います。

3.0 0.3 1 1
見沼グリー
ンセンター

オ-10

89
見沼グリーンセンター施設整
備事業

見沼グリーンセンター施設整
備事業

13,300 C 1 3
　市民の森・見沼グリーンセンター及び春おか広場の利用
者に安心で安全なサービスを提供するため、施設の整備や
修繕を行っています。

カ

市民が安心して利用できる施設を維持するために必要な事
業です。なお、春おか広場においては今後耐震診断等を行
う計画であり、その結果によっては、大幅な耐震工事が必要
となります。

1.0 1
見沼グリー
ンセンター

ク-1

90
大宮花の丘農林公苑管理運
営事業

大宮花の丘農林公苑管理運
営事業

78,604 C 1 1 2
花畑を含む植栽管理や各施設の維持管理保守点検のほ
か、研修室等の貸出し業務を行っています。

オ
花畑の管理において市民ボランティアを活用する等、維持
管理経費見直しを図り、コスト削減に努めていきます。

4.8 3.0 1 1
大宮花の丘
農林公苑

オ-10

91
大宮花の丘農林公苑施設整
備事業

大宮花の丘農林公苑施設整
備事業

1,575 C 1 3

大宮花の丘農林公苑内に点在している道路用地や水路用
地などの整理作業（従前地に関する道水路用地測量・登記
業務）
 ・廃止する道水路　約3,600㎡　・付替える道水路　約6,100
㎡

キ
大宮花の丘農林公苑内に点在している道路用地や水路用
地等の見直し作業を行い、平成25年度までに各管理者に移
管し終了とします。

0.2 1 1
大宮花の丘
農林公苑

キ-2

92 観光運営団体補助事業
（社）さいたま観光コンベンショ
ンビューロー運営補助金

264,611 C 1 1 4

さいたま市外郭団体改革プラン（平成22年3月）において、市
の政策や公益目的の実施のために活用していく団体として
位置づけられた社団法人さいたま観光コンベンションビュー
ローに対し、市内の観光振興を目的とした運営補助金を交
付するものです。

ウ

さいたま市外郭団体改革プランの取組み方針に基づき、観
光コンベンションビューローと他団体との統合の検討を平成
22年中に行っていきますが、本事業自体は、本市の観光振
興及びコンベンション事業の推進や、特色ある観光資源を
活用した観光政策を行うために継続する必要があります。な
お、地域のまつりへの補助については、窓口を統一するな
どの改善を行う必要があります。

0.3 0.2 1 1 観光政策課 オ-9

93 観光運営団体補助事業 地域まつり事業補助金 56,728 C 1 4

市内における観光事業の振興及び観光団体の育成を図る
ため、市内の観光振興を目的とした観光団体（10団体）に補
助金を交付し、運営経費及びイベント関係経費の一部を補
助するものです。

オ

地域のまつりは、地域伝統と文化を育むほか、本市の貴重
な観光資源でもあり、継続して補助を行っていく必要があり
ます。なお、補助を行う側の窓口を統一するなどの改善を行
う必要があります。

0.3 0.5 1 1 観光政策課 オ-9

94 さいたま市花火大会事業 さいたま市花火大会事業 48,000 C 1 4

身近なふれあいの場を設けることにより、更なる地域の活性
化を図り、市勢の発展を目指すことを目的に、運営団体であ
る実行委員会に対して事業運営経費の一部を補助し、花火
大会を実施するものです。

オ
開催方法等により、実行委員会に対する支援範囲を検討
し、継続します。

0.5 1 1 観光政策課 ケ

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。

137



事務事業総点検<改革のカルテ>

(1) (2)
(3)
①
(3)
②
(3)
③
(3)
④
(4) (5) (6) (7)

該
当
な
し

方
向
性

見直し内容
正
規

再
任
用

臨
時

様
式
2

附
表
1

附
表
2

附
表
3

提出調書

行革本部
の見解

通番

担当局　　　経済局　　　

事務事業名 担当課事業名
H22年度
予算額
（千円単位）

事
業
類
型

見直しの方向性見直しの判断基準（メルクマール） 職員数

事業の概要
（目的・内容）

実
施
方
法

95 観光推進対策事業 さいたま観光大使事業 1,760 C 1 1

　本市の観光面における魅力を、本市の広告塔として、広く
市の内外にＰＲしてもらうほか、市の行事などへの参加を通
じ、本市のイメージアップを図るために設置しました。大使に
は本市に居住又は本市出身などゆかりのある、経済、学
術、文化、芸能、スポーツなどの分野で活躍している著名人
又は市内に活動の拠点がある団体から選考しています。

オ

県でも同様の事業を実施していますが、市と独立したもので
す。観光大使は本市の観光における広告塔であり、高い観
光ＰＲ効果があります。今後は大使からの提案等も踏まえな
がら、更なる有効活用を図り観光PRを行います。

0.5 1 観光政策課 ク-1

96 観光推進対策事業 （仮称）観光振興懇話会 331 C 1 1
しあわせ倍増プラン2009に基づき、有識者、観光関連団体、
市民などが集まって、本市の観光振興などについて研究す
る場として設置・運営するものです。

ク

平成22年度の新規事業として、有識者、観光関連団体、市
民などが集まって本市の観光振興について研究を行う場で
あり、来年度以降も継続する必要があります。なお、費用面
では委員に対する報償費のみで賄っており、民間に委託す
るほうがコストがかかることが想定されます。

0.6 1 観光政策課 ク-1

97 観光推進対策事業 広域観光行政の推進 1,533 C 1 1

広域観光行政を推進し、市外からの観光客の増加を図るた
め、大都市観光協議会（政令指定都市）、21世紀の船出プロ
ジェクト（9都県市）、羽田観光情報センターの設置（首都圏
都市）に参加し、情報交換や広域観光PR等の事業を実施す
るものです。

ク
本市の魅力並びに価値を他にＰＲできる良い機会であり、ま
た各自治体独自の情報等が収集・交換でき、本市にとって
有益となるため継続します。

0.7 1 1 観光政策課 ク-1

98 観光推進対策事業 半日観光ルート事業 3,398 C 1 1
市の内外の方に、本市の観光資源の魅力を発信するため、
徒歩や公共交通機関を使って、半日単位で市内を巡ること
が出来る、モデルとなる8つのルートを設定したものです。

ク

半日観光ルートは、近年注目を集めている着地型観光の重
要なツールであり、マップ作成、案内サインの設置などの環
境整備をすすめています。また、市外でルートの活用を積極
的にＰＲすることにより、市外からの誘客にも繋がるため今
後も継続します。

0.5 1 1 観光政策課 ウ-3

99 観光推進対策事業 スポーツコミッション推進事業 7,000 C 1 2

スポーツを通じた都市イメージの向上、観光客の拡大による
地域経済の活性化を図るため、しあわせ倍増プラン2009に
基づく、（仮称）さいたま市スポーツコミッションの創設に向
け、必要な調査及び基本計画の策定を行うものです。

カ

平成22年度に調査検討業務を実施し、誘客につながる大規
模なスポーツ大会の誘致などの可能性について検討しま
す。平成23年度中にスポーツコミッションの創設を行い、事
業を拡げていきます。

1.0 1 1 観光政策課 カ-4

100 観光推進対策事業 うなぎまつり交流事業 749 C 1 2

伝統的な食文化「うなぎ」を活用したまちづくりに取り組む、
浜松市・三島市・岡谷市の各団体が連携し、平成22年度に
浜松市で開催される「うなぎまつり」において、情報交換と各
市のＰＲ及び物販を行い、「うなぎ」の消費拡大を図ると共に
地域の活性化を推進するものです。

ク
「うなぎまつり」を開催している団体（自治体）と交流を持つこ
とにより、本市への誘客並びに地域の活性化の向上・消費
拡大が見込まれるため継続します。

0.3 1 観光政策課 ク-1

101 観光推進対策事業 観光イベント検討業務委託 5,000 C 1 2

さいたま市民相互の交流と融和とともに、観光客拡大を図る
ために開催している「咲いたまつり」の課題分析を行うととも
に、地域のまつりのあり方や、「咲いたまつり」のイベント内
容、地域のまつりの拡充策を検討するもので、平成22年度
のみ実施するものです。

キ 平成22年度に限り実施する事業です。 0.4 0.2 1 観光政策課 キ-1

102 観光推進対策事業 県内観光行政の推進 578 C 1 1 4

埼玉県内における観光事業の発達と振興並びに地域の活
性化、埼玉県産品の紹介・宣伝、販路の拡張を図り、県民
の生活、文化の向上及び埼玉県産業の振興に寄与すること
を目的とした団体の負担金です。

オ
「埼玉県外客来訪促進計画」の計画期間終了なども踏まえ、
今後の負担金のあり方について検討・改善していく。

0.2 1 1 観光政策課 オ-5

103 観光推進対策事業 観光資源保全事業助成金 1,500 C 1 1

観光資源に係るサイン・案内看板等の設置や、広報活動、
景観保全等を行おうとする市内の観光振興を図る団体に対
し、事業費の2分の1以内で100万円を限度に補助金を交付
するものです。

オ

この補助金と同様のものは他の関東指定都市にはありませ
んが、民間団体が自主的に観光資源の保全を行うことによ
り、本市の観光振興に資するものです。今後は事業のPRを
更に広範に行い、この制度がより有効活用されるよう改善を
図りながら実施していきます。

0.1 1 観光政策課 オ-10

104 観光推進対策事業
大宮駅インフォメーションセン
ター観光案内係員に対する人
件費負担金

3,650 C 1 4
大宮駅コンコース中央に設置されている、大宮駅観光案内
所に、地域の観光案内を行う、英会話も可能な係員を配置
するための補助金を交付するものです。

ク

県内一の乗降者数を持つ大宮駅に観光案内所を設置し、
英会話も可能な係員を配置することは観光を振興するうえ
で必要です。また、場所も駅構内の中心に所在し、利用者も
多いことからから、今後も継続します。

0.1 1 1 観光政策課 ク-1

105 観光推進対策事業 観光政策事務事業 4,298 C 1 1 2
市の観光政策を推進するため、各種印刷物の作成や市外
でのＰＲ活動、他の団体との交流などを図るものです。

オ

市独自の観光政策の根幹を担う事業として、（社）さいたま
観光コンベンションビューローなどと連携して実施するととも
に、観光振興懇話会の意見も取り入れるなどして、事務改
善を図っていきます。

1.0 0.1 1 1 観光政策課 オ-9

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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106 観光イベント事業 観光イベント事業 70,000 C 1 1 1 4

さいたま市の魅力を全国に発信し、観光客の拡大とともに、
市民の交流と融和を図るため、「咲いたまつり」を開催するも
のです。まつりの運営を行う団体である、さいたま市民まつ
り実行委員会に対し、事業運営経費の補助を行います。

オ
市民参画のもと、まつりのあり方を検討し、その結果を踏ま
え、改善・見直しを行っていきます。

2.5 1 1 観光政策課 ケ

107 国際交流事業 海外都市との交流 5,465 C 1 1 2

海外5カ国6都市の姉妹友好都市との交流及び海外都市か
らの訪問者の対応（市では主に行政間の交流を実施）及び
未締結である地域における新たな姉妹・友好都市関係の構
築。

カ
事業への市民参加が広がるよう、交流分野の拡大、募集方
法の見直し等を検討する。

1.5 1 国際課 ク-1

108 国際交流事業 スポーツ少年団派遣 1,910 C 1 1 5
スポーツ少年団を派遣・受入し、海外姉妹友好都市との交
流を推進するとともに、幅広い視野・国際感覚を持つ職員を
育成している。

オ 随行職員の派遣のあり方などを、見直していく。 1.0 1 国際課 オ-9

109 国際交流事業
(財）市国際交流協会との連
携

54,932 C 1 1 1 3

本市の国際交流の中核的組織である、（財）さいたま市国際
交流協会と連携を強化することで国際交流センターの機能
を充実させ、本市の市民を主体とした国際交流及び国際協
力を行い、多文化共生社会の推進を目指す。

ウ
事業コストを、外郭団体改革プランⅥ改革の取組み方針 1．
団体の統廃合や民営化の推進 （3）団体統合に基づき、統
合により類似点を一本化する。

1.0 1 国際課 ウ-3

110 国際交流事業 自治体職員協力交流事業 2,098 C 1 2

日本の自治体が海外の地方自治体等の職員を「協力交流
研修員」として受け入れ、日本の自治体がもつノウハウ、技
術を研修員に習得させるとともに、研修員が自治体の国際
化施策等に協力することを通じて、地域の国際化を推進す
る。

イ
費用に見合うだけの効果が得られているかを再検証し、将
来的には隔年による実施等も検討する。

1.0 1 1 国際課 イ-1

111 国際交流事業 国際交流員の設置 4,106 C 1 1

外国語刊行物等の翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案
及び実施にあたっての協力・助言、外国からの訪問客の接
遇、イベント等の際の通訳等の国際交流関係事務の補助
や、市職員、地域住民に対する語学指導へ、地域の民間交
流団体の事業活動に対する助言、参画、地域住民の異文
化理解のための交流活動への協力などの事務を行い、多
文化理解・共生を推進する。

ク

外国人居住者は年々増え続けているため、外国語による情
報発信、多文化理解・共生を推進していくことの重要性が
益々高まり、事務量の増加、新たなニーズへの対応を求め
られていくことが考えられる。このような状況の中、事業を拡
大することなく、現状にて事務の改善・効率化を行い、対処
をしていく。

0.5 1 国際課 ク-1

112 国際交流事業 外国人市民懇話会 248 C 1 1

外国人市民等から意見を聴取する機会を設け、外国人市民
が抱えている諸問題等について協議することにより、誰も住
みやすい、多文化共生社会を推進するため、外国人市民懇
話会を開催している。

オ
外国人市民等からの意見を直接聴取する貴重な懇話会で
あることから、懇話会の開催内容及び開催手法を見直す。

0.5 1 国際課 オ-9

113 国際交流事業 多文化共生庁内研修 50 C 1 1

外国人も地域社会の構成員として、地域を支える主体であ
るという認識のもと、市民と行政との協働による誰もが住み
よいまちづくりを推進するため、多文化共生社会の必要性
についてを学ぶ職員向けの研修を開催する。

ク
職員の国際化意識の向上を図る重要な機会である多文化
共生庁内研修は、国際化への高まりを受けて、今後も継続
して実施していく必要がある。

0.5 1 国際課 オ-11

114 国際交流事業 生活便利帳の作成 2,500 C 1 2

外国人市民にとっての毎日の暮らしがよりスムーズとなるよ
う、日常のルールや行政情報等を提供すること必要であり、
その手段の一つとして、英語及び外国人登録数の多い中国
語、ハングルの3カ国語による生活便利帳を平成16年度に
作成、以降配布している。しかし、その内容を一部変更、修
正することが必要となっていることから、この度改訂版を作
成する。

カ
内容の改訂に加え、言語数、配布場所の充実を目指してい
く。

0.5 1 国際課 ク-1

115 国際交流事業 自治体国際化協会 16,350 C 1 1 1 1,4

地域の国際化をより推進するため地方公共団体の共同組
織として設立された（財）自治体国際化協会のさいたま市支
部として、JETプログラムや国際交流等に係る通知照会処理
事務を行う。また、上記協会へ、JETプログラム負担金及び
宝くじ収入から計算された政令市としての分担金を支出して
いる。

オ
政令市が支部であることを辞めることはできないため、文書
事務は継続するが、分担金については、更なる額の削減を
要望していく。

1.0 1 1 国際課 イ-1

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。

139



事務事業総点検<改革のカルテ>

(1) (2)
(3)
①
(3)
②
(3)
③
(3)
④
(4) (5) (6) (7)

該
当
な
し

方
向
性

見直し内容
正
規

再
任
用

臨
時

様
式
2

附
表
1

附
表
2

附
表
3

提出調書

行革本部
の見解

通番

担当局　　　経済局　　　

事務事業名 担当課事業名
H22年度
予算額
（千円単位）

事
業
類
型

見直しの方向性見直しの判断基準（メルクマール） 職員数

事業の概要
（目的・内容）

実
施
方
法

116 国際交流事業 国際会議の誘致、開催 34,064 C 1 1 2,4

国連軍縮会議などの国際会議の誘致、開催、また平成19年
8月にさいたま市が国際会議観光都市に認定されたことに
伴い、国際観光振興機構（JNTO）の国際コンベンション誘致
事業へ協賛し、参画するものである。また、さいたま市にお
けるコンベンション誘致及び開催の推進を図るため、条件を
満たしたコンベンション主催者に助成金を交付するものであ
る。

ク

コンベンションの取り組みに先進的な都市は、平成6年に国
際会議観光都市となりコンベンション誘致を推進してきた。
一方でさいたま市は19年8月に国際会議観光都市になった
ばかりであるため、引き続き他の先進都市の事例を研究し、
より実効性を高め、コンベンション推進体制を強化していく。

2.0 1 1 国際課 ク-1

117 国際交流事業 日本語国際センターとの連携 96 C 1 1

・日本語国際センターで2ヶ月以上の研修を終えた研修生
へ、さいたま市への来訪を記念し、また将来の友好促進の
架け橋となっていただくことを期待して、記念品と名誉市民
章を贈呈している。

オ

研修の最後に名誉市民章及び記念品を授与するのみでは
なく、可能であれば研修の当初に、さいたま市に興味を持て
るような資料
（例えば市のマップや観光パンフレット等）を提供できるよう
にし、さいたま市の理解や親近感をさらに高められるように
する。

0.1 1 国際課 オ-6

118 国際交流事業 課内庶務 383 C 1 1 1 各事業を円滑に進めるために必要な旅費及び消耗品費 ク 市で行う事業に伴うため、継続することが適当である。 0.2 1 国際課 ク-1

119
食肉中央卸売市場及びと畜
場事業特別会計

食肉中央卸売市場及びと畜
場事業特別会計

375,706 C 1 1 1 2
公正かつ適正価格及び安心・安全な食肉を消費者に供給
するため、施設の維持管理・卸売業者等への指導監督及び
修繕を行う。

ク

　取り扱い頭数の減少等により、一般会計からの繰入金が
年々増加している。しかし、食肉の流通の基幹的インフラと
して消費者の生命・健康に直接関わる食肉を円滑かつ安定
的に供給するという公的な役割を担っているが、市場のあり
方については今後検討していくこととする。

8.0 1.0 1.0 1 1
食肉中央卸
売市場・と
畜場

オ-5

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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